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骨髄ドナ一の 適応年齢の引き 上げについて 

1 . 論点、 の位置付け 

非血縁者間骨髄移植の 成立率を高めるための 重要な要因としてドナー 登録者数の増大 

が挙げられる。 そのための方策のひとっとしてドナー 登録年齢・提供年輪福の 拡大が考え 

られる。 

2. 提供年齢の上限の 引き上げについて 

た れまでの意見 ) 

・ 適切な検診が 実施されていれば、 個人差を考慮せず 年齢で提供基準を 設定する 

必然性はない。 ( 第 4 回 ) 

・ 提供年齢引き 上げに伴 う 骨髄の質について、 経験的には末梢 血 が正常であ る 場 

合 にはほとんど 問題は生じていない。 ( 第 4 回 ) 

・ 登録数は増えるものの、 提供に至るまでに 健康上の理由で 中止となる確率が 高い 

ことから、 結果として非効率となる。 ( 第 11 回 ) 

・ ド 々  一に対する有害事象はあ ってはならないものであ り、 リスクが高くなる 可能性が 

あ る限り上限年齢の 引き上げは避けるべき。 ( 第 11 回 ) 

・ 諸外国では 55 ～ 60 歳を提供年齢の 上限としているところが 多い。 また ドナ 一の中 

には 50 歳を越えても 提供の意思を 持っ方も多く、 このような方々の 善意を尊重す 

るべき。 ( 第 11 回 ) 

・ 血縁ドナ一における 年齢毎の有害事象の 発生率に関するデータは 今のところ 入 

手できていない。 ( 第 11 回 ) 

・ 引き上げに伴 い 白血病等に関するド 々 一の罹患率が 上昇するのでは、 という危惧 

に 対しては、 その他の疾患の 罹患率も総合的に 勘案して検討すべき。 ( 第 17 回 ) 

・ コーディネート 初期の適格性判定が 適切になされれば、 現行の上限にこだわる 必、 

要 はない。 ( 第 17 回 ) 

・ 採取時の全身麻酔のリスク 等について専門家の 意見を聞くべき。 ( 第 24 回 ) 
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( 第 25 回における検討結果 ) 

血縁者問骨髄移植ドナ 一の骨髄採取事例において、 これらのドナーが 非血縁者 

間 骨髄移植のドナー 適格性基準及び 骨髄採取基準に 照らして適格であ った場合の、 

骨髄採取時の 安全性に関して 年齢が及ぼす 影響について 調査を行 う 。 

3. 調査結果 

・ 骨髄バンク認定病院で 骨髄バンクの 適格性基準に 合致し、 採取マニュアルを 順守 

したドナ 一における有害事象の 発生率について、 20 ～ 50 歳と 51 ～ 55 歳との年齢 

層で比較したが、 両群間 に統計学的な 有意差はなかった (Fisher 直接検定にて 

p 二 0 ． 15L 。 

・ しかし、 51 ～ 60 歳まで年齢上限を 拡大すると有害事象の 発生率は 20 ～ 50 歳の年 

綿屑よりも増加し、 その差は統計学的に 有意であ った (P く O.05) 。 

4. 対応 案 

・ 血縁者間骨髄移植における 調査の結果、 20 ～ 50 歳と 51 ～ 55 歳の群において、 現 

行の ドナー適格性基準及び 骨髄採取基準に 照らして適格であ った場合、 有害事 

象の発生率に 有意差を認めなかったことから、 骨髄提供年齢の 上限を 55 歳に引 

き 上げることは 妥当であ る。 

・ 提供年齢の引き 上げに伴い、 登録年齢の上限を 54 歳に引き上げる。 

・ 既存のドナー 登録者については、 満 51 歳となりドナープールからの 登録が取り消 

される時点で、 提供年齢の上限が 引き上 - げられたことについて 説明を行い、 登録 

継続の意思が 確認できた場合のみ、 ドナー登録が 継続されるよさに 配慮する。 

・ ドナー登録 歴 があ るものの、 すでに登録が 取り消された 54 歳以下のドナー 登録希 

望者については、 新規登録希望者として 取り扱う。 
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